様式第１号（第６条関係）の記入例
	特定特例子会社等確認申請書
　　令和８年４月２０日
　大阪府知事　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〒▲▲▲－▲▲▲▲）

　　　　　　　　　　　　　　　所在地　大阪府大阪市中央区大手通▲丁目▲番▲号
　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　称　株式会社 大阪ハートフル
　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　代表取締役　大手　太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話　●●－●●●●－●●●●）

　大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例施行規則第６条第１項の規定により、次のとおり確認を申請します。

　なお、この申請書の内容について、大阪府が実地調査や関係機関等への照会を行うことに同意します。

１　特定特例子会社又は重度障害者多数雇用法人の別

特定特例子会社・重度障害者多数雇用法人

（いずれかに○をしてください。）
２　事業年度

令和７年４月１日から

令和８年3月31日まで
３　申 告 区 分
中間申告・確定申告
（いずれかに○をしてください。）

４　認定年月日又は要件具備年月日
　令和元年12月１日
５資本金の額又は出資金の額

（事業年度末日）

　　　　３，０００万円
６　府内の事務所又は事業所の設置時期
令和２年４月１日
７　府内の事務所又は事業所の所在地

大阪府大阪市中央区大手通○丁目○番○号
８　資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人による発行済株式の所有又は出資

有・無 （いずれかに○をしてください。）
※有の場合は、９欄に記入してください。

９　資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人による発行済株式の所有又は出資の状況（事業年度末日）
発行済株式

総数(ａ)
保有割合が最も大きい法人

名称

保有数(ｂ)
保有割合(ｂ÷ａ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
出　　　資

総額(ａ)

出資割合が最も大きい法人
名称
出資額(ｂ)

出資割合(ｂ÷ａ)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
10　特例事業主該当

有・無 （いずれかに○をしてください。）

※有の場合は、11欄に記入してください。
11　特例事業主該当時期

　　　年　月　日から　　　年　月　日まで




	12　雇用の状況


		事業年度当初の雇用状況


			労働者の数

(a)

	対象障害者である労働者の数

(b)

	ｂのうち重度身体障害者等の数

(c)
	(ｂ÷ａ)

	(ｃ÷ｂ)


		令和7年４月１日

	５０人

（５０人）

	１０人

（１０人）
	３.5人

（３.5人）
	２０％

（２０％）

	３5％

（３5％）


		事業年度の中途に雇用関係の変動があった場合の雇用状況


		令和7年６月１日

	５１人

（５１人）

	１１人

（１１人）
	４.5人

（４.5人）
	２１％

（２１％）

	40％

（40％）


		令和7年9月１日

	５２人

（５２人）

	１２人

（１２人）
	４.5人

（４.5人）
	２３％

（２３％）

	37％

（37％）


		令和7年12月１日

	５１人

（５１人）

	１１人

（１１人）
	4.5人

（4.5人）
	２１％

（２１％）

	40％

（40％）


		令和8年１月１日

	５１.5人

(５１.5人)
	１１.5人

(１１.5人)
	5.0人

（5.0人）
	２2％

（２２％）

	43％

（43％）


		　年　月　日

	人

（　　　）

	人

（　　　）
	人

（　　　）
	％

（　　　　）

	％

（　　　　）


		　年　月　日

	人

（　　　）

	人

（　　　）
	人

（　　　）
	％

（　　　　）

	％

（　　　　）


		　年　月　日

	人

（　　　）

	人

（　　　）
	人

（　　　）
	％

（　　　　）

	％

（　　　　）


		　年　月　日

	人

（　　　）

	人

（　　　）
	人

（　　　）
	％

（　　　　）

	％

（　　　　）


		　年　月　日

	人

（　　　）

	人

（　　　）
	人

（　　　）
	％

（　　　　）

	％

（　　　　）


		年　月　日
	人

（　　　）

	人

（　　　）
	人

（　　　）
	％

（　　　　）

	％

（　　　　）


	13　府内の事務所又は事業所において新規に重度身体障害者等を雇用した時期及びその数


		令和７年４月１日　　　　　０．５人
令和７年６月１日　　　　　　 １人

令和８年１月１日　　　　　 ０．５人


	備考



（注１）労働者とは…障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「法」という）第43条第１項に規定する常用労働者をいいます。なお、常用労働者のうち短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者）は、１人の雇用をもって0.5人として算定します。また、週20時間未満の労働者は常用労働者には含まれません。


・対象障害者とは…法第２条に規定する「身体障害者」及び「知的障害者」並びに法第37条第２項に規定する「精神障害者」をいいます。


・重度身体障害者等とは…法第２条に規定する「重度身体障害者」及び「知的障害者」並びに法第37条第２項に規定する「精神障害者」をいいます。


（注２）上段には、法人全体の雇用状況を記載し、下段（　）には府内の事務所又は事業所における雇用状況を記入してください。


（注３）(ｂ÷ａ) と(ｃ÷ｂ)の欄は、小数点以下を切り捨ててください。


（注４）障がい者数の算定について、精神障がい者である短時間労働者及び特定短時間労働者は、次のとおり算定してください。　　


 ・精神障がい者である短時間


【令和５年４月１日からの期間】雇入れからの期間等に関係なく、１人の雇用をもって１人として算定します。


・特定短時間労働者（令和６年４月１日から）


１週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満である重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者の方は１人の雇用をもって0.5人として算定します。








